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郵送での戸籍謄抄本等の請求方法について 
 

① 請求書 
「戸籍謄・抄本等郵便請求書」に必要事項をご記入下さい。（昼間の連絡先は必ずご記入ください。） 

必要事項を満たせば、専用用紙でなくとも構いません。（コピー用紙や便箋も使用可能です。） 

現在戸籍 いま生存している人が、一人でもいる最新戸籍。 

謄本（とうほん） 

＝全部事項証明 

戸籍に記載されている人を全員記載する証明書。 

戸籍の電子化にあたり、全部事項証明という名称になりましたが、 

それは戸籍謄本のことを指します。 

 抄本（しょうほん） 

＝個人事項証明 

戸籍に記載されている内の誰かを指定して記載する証明書。 

戸籍の電子化にあたり、個人事項証明という名称になりましたが、 

それは戸籍抄本のことを指します。 

除籍 

戸籍に記載されている人が全員除籍された（いなくなった）戸籍。 

個人が除籍になるのは主に死亡・婚姻・分籍等です。 

例）夫・妻・子 → 夫・妻（離婚）・子 →夫・妻・子（結婚） 

→ 夫（死亡）・妻・子 → 夫・妻・子 ⇒ 戸籍自体が除籍 

改製原戸籍 現在戸籍・除籍以外の戸籍。紙の時代のものです。 

附票 

これまで届出をした住所の履歴を記載したもの。 

戸籍に紐づいています。昭和２７年７月から始まった制度のため、 

それ以前のものや、電子化前に戸籍が除籍になっていたものは 

保存年限が経過のため発行できません。 

身分証明書 
本籍地で証明する証明書。 

資格試験に合格した際等申請先に求められることがあります。 

 

枠内にないもの（結婚証明または独身証明）や、具体的に何通あるかわからないもの（出生から 

死亡までの連続した戸籍）は、その旨を請求書の表下段空欄にご記入ください。 

（１） 必要とする人の本籍（地番まで正確に書いてください） 

野迫川村にある本籍をご記入ください。  例） 野迫川村大字××００番地 等 

 

本籍地がわからない場合は、「本籍地ありの住民票」を取得していただくと記載されています。 

また相続等で戸籍を遡る場合は、すでに取得されている戸籍に記載されていますので、該当ページ 

のコピーを送付しても構いません。 

 

例） 昭和×年○月☆日野迫川太郎と婚姻届出奈良県吉野郡野迫川村大字××00番地 

   四井岳山葵戸籍より同日入籍           ↑ここが婚姻前の本籍地です 
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（２） 筆頭者（戸籍のはじめに記載されている人。亡くなっていても変わりません） 

昭和２２年までの戸主にあたります。男性が多いですが、女性が筆頭者（戸主）の場合もあります。 

下記を参考にしてください。 
 

ご自身が結婚したことのない場合 → 両親のどちらか 

ご自身が結婚している場合     → ご自身または配偶者のどちらか 

ご自身が結婚していた場合     → ご自身または両親のいずれか 

（３） 証明が必要な人（抄本・一部証明・身分証明書の場合は必ず記入してください） 

謄本請求時には記入不要です。「この人の分だけが欲しい」場合にご記入ください。 

ただし、死亡時に出生から死亡までをそろえる場合は謄本が必要となりますのでご注意ください。 

（４） 請求理由（できるだけ具体的に） 

何のためにどこへ提出するかご記入ください。 

 

例） 年金 のために ○×年金事務所 へ提出  ／  相続 のために □□銀行 へ提出 

   相続放棄 のために ☆☆家庭裁判所 へ提出 ／ 戸籍届出 のために ＠＠役所 へ提出 

パスポート取得 のために ＃＃パスポートセンター へ提出 等 

（５） 申請者（返送先は、原則として住民登録地に限られます） 

住所 
請求書に添付されている本人確認書類の住所と一致しない場合、 

発行できない場合がありますのでご注意ください。 

証明が必要な 

方との続柄 

ご自身が含まれる戸籍を取得される場合は、本人 

ご自身が含まれない戸籍を取得される場合は、必要な方からみた続柄を 

ご記入ください。 

例） ご自身が結婚した後に改製され両親だけになった戸籍謄本 →子 

   ご自身の祖父母の戸籍謄本 →孫 

   子供の結婚した後の戸籍 →父または母 

昼間の連絡先 

記載漏れや内容確認等でご連絡するために使用します。 

連絡先が無い場合に記入漏れ等ありましたら、返送用封筒を使用して 

請求書を返送します。 

 

② 手数料 （定額小為替） 
定額小為替は、郵便局で購入できます。郵便切手や現金等はご遠慮ください。 

券は切り離さず、券面には何も書かないでください。              ※野迫川村の料金です。 

・戸籍謄本 

(全部事項証明) 

・戸籍抄本 

（一部事項証明） 

 

４５０円 

・除籍謄本 

又は抄本 

・改製原戸籍謄本 

又は抄本 

 

７５０円 

・戸籍附票謄本 

又は抄本 

・身分証明書 

・結婚証明書 

※ 

３００円 
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③ 返信用封筒 
請求者の住所及び氏名を記入し、郵便切手を貼ったものを同封してください。 

余分に切手を同封して頂いても構いません。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。 

証明書はＡ４サイズのため、折らずに入れるには「角２」、三つ折りで入れる場合は「長３」の封筒を 

ご用意ください。返信先は住民票があるところにしか送付できません。 

 

④ 本人確認できる書類の写し（住所が確認できるもの） 
運転免許証（両面）、マイナンバーカード（写真面）、健康保険証（両面）等のコピーが必要です。  

保険証は、被保険者番号が見えないように写しを取ってください。 

 

運転免許証           マイナンバーカード       健康保険証 （見本は後期高齢者医療） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住所の記載のないパスポートは確認書類となりません。 

 

★ 場合により必要なもの 
 
❶続柄が確認できるもの 
戸籍等に記載されている方と戸籍を請求した方との続柄の確認を行います。 
当村に戸籍がある方は確認ができるため不要です。 
当村に戸籍がない方は確認ができないため、続柄を証明するための戸籍等のコピーを添付して 
ください。 
 
例）親が本籍を野迫川村以外に変えた後に生まれた子が、野迫川村にあった親の戸籍を 
取得したい場合 
⇒ 変えた後の戸籍に記載されている「(略)野迫川大字××■番地から入籍」部分と、 

ご自分（子）の名前の記載が確認できるページのコピーを送付してください。 
 

❷委任状 
戸籍の証明書を委任状無しで請求できるのは 
戸籍に記載された本人、その配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系尊属・卑属です。 
それ以外の方（戸籍に記載のない兄弟姉妹、叔父、叔母、いとこ等の親族）は、対象者が生きている 
限り 委 任 状 が 必 要です。 

 

  

 

 

臓器提供部分は 

見えないように 

 
臓器提供部分は見えない

ように  

！ポイント！ 

・氏名、住所、生年月日、発行元が見えるようにしてください。 

・被保険者番号、臓器提供部分は見えないようにしてください。 
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送付用封筒に、上記①、②、③、④（場合によって❶、❷）を同封し、本籍地の市区町村
にご送付ください。 
 

 

 

 

                         ※長い方を送付してください 

                              何も書かない ・ 切らない 

 

 

 

① 請求書        ② 手数料（定額小為替） 

⑤ 送付用封筒 

 

 

 

 

 

 

③ 返信用封筒     ④ 本人確認書類 

❶続柄が確認できるもの（続柄が確認できない場合） 

❷委任状（本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の請求の場合）  

 
 

送付先 

〒 ６４８－０３９２ 奈良県吉野郡野迫川村大字北股８４番地 

野迫川村役場 住民課 戸籍係 

電話 ０７４７－３７－２１０１ 

戸籍謄・抄本等 

郵便請求書 

～～～～～～～ 

～～～～～～～ 

~~~~ 

~~~~ 

~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ 

👤 

 
 

請
求
者
住
所 

  
 

 

請
求
者
氏
名 

様 

切
手 

 

本
籍
地
市
町
村 

 

○
○
役
場 

戸
籍
係
宛 

切
手 

封をして 

郵送 

― ― 

〒 

※郵便の到着等に 

日数がかかります。 

日にちに余裕をもって 

ご請求ください。 

 

よろしく 

お願いします😄 


